
最高裁秘書第3822号

令和元年8月13日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
－

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

5月20日付け（同月22日受付，最高裁秘書第2745号）で申出があり， 7

月5日付け（同月8日受付）で補正がされました司法行政文書の開示について，下

記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「事務連絡」 と題する文書（片面で1枚）

（2） 「入居予定宿舎について」 と題する文書（片面で1枚）

（3） 「入居について」 と題する文書（片面で1枚）

（4） 「貸与申請書記載要領」と題する文書（片面で1枚）

（5） 「その他留意事項等について」と題する文書（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)の文書には，公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報（電話番号及びメールアドレス）が記載されており， これらの情報は，

行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， こ

れらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

(2) 1の(2)の文書には，個人識別情報（氏名等） ，公にすると宿舎管理事務及び

警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（氏名及び宿舎名等）



並びに公にすると事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（メール

アドレス）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第

1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載

されている部分を開示しないこととした。

開示の実施方法3

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03（3264） 5652 （直通）
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入居者各位

最高裁判所事務総局経理局総務課公務員宿舎第二係

、 事 務 連 絡

宿舎入居にあたり》添付の宿舎入居関係書類をよく読んでいただいた上で，速やかに貸与申請書を

提出していただきますよう， よろしくお願いいたします。

1 貸与申請書の提出方法及び提出先

別添の貸与申請書データに必要事項を入力の上， メール送信により， 当係へ提出してください。

なお，貸与申請書の決裁には，一定の期間を要しますので，早急に提出していただきますよう御

協力をお願いします。

※~パソコンの貸与を受けていない等の理由により，電子データを作成できない場合は,貸与申請

書の作成・提出方法について説明しますので当係へ御連絡ください。

2添付害類（宿舎入居者関係書類）

（1）入居予定宿舎について

(2)入居について

(3)貸与申請書記載要領

（4） その他留意事項等について

(5)合同宿舎入居にあたっての注意事項【合同宿舎入居者のみ添付】

〈6）宿舎貸与申請書

（7）国家公務員に係る原状回復等の取扱いについて

宿舎の維持管理における修繕や原状回復に関する費用負担等の取り決めが記載されていますの

で，必ず目を通してください。 ，

（8） 自動車保管場所（駐車場）貸与申請書

・添付してbiる申請書は,入居予定宿舎において,駐車場の割当があるか否かに関わらず,申請
書の提出漏れを防止するため，一律に添付しておりますので，駐車場が必ず確保されているもの

ではありません6 ．

申請書の提出は,宿舎入居後に，管理人(合同宿舎の場合)又は宿舎当番(省庁別宿舎の場合）

から5－保管場所の割当を受けた後に行っていただきます。 ‐ － － － ‐ ‐ －
一

宿舎貸与申請とは,別の手続となりまなお， ので,御注意ください。

<9）宿舎間取図・案内図等

・ 公的機関等の所在地及び電話番号（添付のない場合もあります｡）は，市町村合併，所在地移

転等により変更されている場合がありますので，参考扱いとしてください。

・ 公的機関等の各種情報,申請手続については,各機関のホームページ等を確認してください。

・ 宿舎間取図は, ､代表的な一例であり，反転されているものや実際に入居する居室と間取りが

異なる場合もありますので，御了承ください。

送付先及び問合せ先
p ■

最高裁判所事務総局経理局総務課公務員宿舎第二係一(直通）

担当者：

※一基三止送侭重量瞳は一担当者全員麺医蛍侭L止重壹圭童よ量鐙麗L皿上Lま立皐一

※上記メールアドレスをクリックすると，担当者宛メール送信画面が開きます。
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入居予定宿舎について

’
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宿舎使用料(※1)｜
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区分 宿舎名 規捨 建築年
ロ
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■■■省庁別宿舎 81-72 H7.8.11e

63.133

※1宿舎使用料は,単身赴任手当の支給を受けている場合は下段の｡その他の場合は上段の金額となります。
（使用料は,現時点での額です｡）

| 現入居者
｜ 厩鷹 ｜ 官職T－－扇

｜ ｜ ｜ ＊入；

現入居者

未入居

’
丑寄り駅(※2） 入居可能時期

’ 4月上旬以降
入居可能

’

地下鉄■■■■
徒歩5分．

※2最寄り駅は,通勤手当認定上の駅とは異なる場合があります｡．

●宿舎当番について【省庁別宿舎の場合】

「－民謁 所属 ｜ 戸蓄 ｜ 連箱先ﾒｰﾙｱドﾚスﾖ｜ フリガナ

最高裁■■■■
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※上記連絡先は,3月の宿舎当番です｡4月以降の宿舎当番については上配の宿舎当番へ御確露ください。

～

入居予定者
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入居について

I

【省届建IE入居される方につし1て】 ．

(1)入居圏こ……合…誼句た鰐包式… …一唖を"1Lぽすも入居日から14日以内に申

し出力睡ﾚ幌合は入窪”に帰…通し峰も過塞闇こ修繕費用を＝貝いただくこと”り調も

(2)入…に獄Yて6ネット用”…l込食洗認ウオシュレット.BSアンテナ等を股圏す麺劃或諏…罐と唾り認の酉緬
､ ◇

庁…者に申請圏を提出じて＜ださしL

ノ汐一目心

入居予…婚…

己現入居者あり

バﾀｰﾝ②
入居予定宿舎が合同宿舎

・乙現入居者なし．

パター二心

入居予…庁EF

己現入居者あり

パターン④

入居予壷雛砺鏥碧
ご現入居者なし
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入居日哩
‐

●

異翻こ伴bW冒舎に入居する湯急入居日は辞令発令日以降となりまずめご注意じて＜ださしL

入居の際|こ管理人から鍵を受け取る必要があります

のご入居日は管理人の勤務日に設定してください

‘な獄管理人の勤務日につWては別添｢合罐入居

に当だっての注意事項」により確認じて＜ださ恥

おっ乙貸与承認書に記載された入居日以前に入居健
蓉）菅塞FJ-Iまで篝差廿A〃海洋露1斤ぐ声い‐

一
一

厄”I“ア坦円司一ゾ

いて｣の入居國肖醍溌庵確

認の上．入居予定日を決め

てくださしL

一
一

い

･認

聯
》

ローＩ

の上，入居予定日を決め

てください。

現入詫の

復工事の完了

方に，原状回

予定日を必ず
噸の上．入居円審“て

＜ださしし

なおやむを得ず現入居

者の国去日後原状回復工事

前に

樹こ

ゥ

入居する場合は．入居

揃入霊娠任で）

原状回復工事が行われる可
■

能性があることをあらかじ

めど了承ください。

●

現入居者の方Iこ原状回

復工事の完了予定

確認の上．入居日を決めて

＜ださしL

なお･現入居者の退去日

,曜日から3日間（日曜

祝日は除く｡)は原状回復

工事に…とじこ

入居を祁艮させていただく

場合”りま或

例） 退去日刈/1(封

:4/6(和以降

注）上記3日“入読賑

につい乙現入居者が3

月中に退去す調合冠

3日中に職回復工惠が

完了しない場合は.契約

手続の関係から･4月1

日からカウントすること．

になりま謀
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．
》け取り

宿舎の鐵式貸与蕊書…の上.宿舎管理人から受

け取ることになり詞も ’

受け取り日時については＝鋤に霊人へ
連絡じて決めて＜ださししま尼本人か受領できな↓臨合

は
上
は
鋤

代理人の方城貸与承…【喝分§唾を持参の

受領じていただくことも可能です誠･詳細につbYて
管理人へ確認Lﾉてください

宿舎貸与承認前感絶対Iこ管理人へ連絡しないよう
．に(ﾉてくださし＄

宿舎の麹誤各宿舎の当…(目……

課宿舎二係)が保管じていますのご…噸こ…

上日時を認整じて＜ださbL

引越しにつWて
宿舎によっては4トントラックの通行ができない場合があり藷のご管理人(司罐嘘合)又I雲当番

(省齢卿詰噸合)に確認して＜ださbL ･ .



貸与申詔窪記職要領

Ⅸ万稠一‐ ｜
． ’ ．

①作成日 ，・・作成日を入力

②現住所…現在の住所を入力（現住所が宿舎の場合は宿舎名も記職）

③所属庁名…以下の例を参考に入力（人事異動の場合は,､新所属官署を入力）
（例1〕 （新所属）東京高裁民事40部→（入力）東京高等銭判所
（例2）（新所属）千葉地翻松戸支部 →（入力）千葉地方裁判所松戸支部
（例3） （新所属）最高観総務局 →（入力）最高裁判所
（例4） （新所属）司研・総研 →（入力）最高裁判所

④官職 …以下の例を参考に入力（人事異動の場合は．新官職を入力） ．

（例1）裁判官→判事，判事補，悶裁判事．裁判所鯛査宮 .etc.

（例2）一般脇→事務局長，鐸長．騨畏補佐，専門宮，首席技官．企画宮.首席密記宮etC.
（例3）一般腿（係長以下）→裁判所書記官，裁判所事務官

窃舎貸与申舘魯

宮署の長殿

①r蕊G額●月●臼
● - ｡ ■ ー○ ④ ザ

現住所 ．②●●凪●●耐●●町●宍⑥::盆▲宿舎'●●畷
塞： ,，

所贋庁名(宮珊名）③最高坤所

官 氏 ④裁判所霜官

（俸給安）⑤血:‘行政職俸給表(-．》 ．

、 (級.号(号俸) 》 ⑥. .“ 級 ⑤)40.号(9)作）

氏 名 ⑦◆◆ロロ 性別③’’男

宿舎の貸与念受けたいので下掴のとおり申翻します．なお。宙舎の使用にあたっては。法令の規定及び招
示に反しないことを破約し生す． ．

l申鯖の理由.頬型⑨旧;薗度畠<唾を伴う低回都をしなくてはなら”､殴貝でおるため函《鋤
一一

〆

2自宅偲有又は取得予定の存振

自宅（戸途ての住宅又は長風若しくは共田住宅の住戸）を促有又は取将の予定 ‘⑳13打
一色

（以下政当考が毘敏）

自宅の所在地及び取偲予定の塔合め取得功朋

⑰むら剛C●市●●町●一●
宿舎の貸与を必要とするa由（具体的に記戦すること〕

⑰自宅遜方のだ＄‐ －‐ . ． 、 … ‐

ー＝缶一

⑤俸給表． …現在の犀鮨表をリストから選択
⑥級，号（号俸） …現在の級号犀を入力等

⑦氏名 ．…氏名を入力

⑧性別 …性別をリストから選択
⑨申請の理由,類型…以下を参壱に該当する類型茜ﾘｽﾄから選択 ，

‐ 。なお．複数の類型に該当する場合は，以下の優先順位により，該当する類型のうち最上
位の類型を選択

優先順位1 ．緊急参築脇員として指定される場合は｢21 ：各省庁が定めるBCP箸に基づき緊
急参集する必要がある圃員であるため類型（④）」

同2最高裁判所に勤務する鬮員のうち，国会対応，法案作成及び予算編成等のため，
深夜・早朝における勤務を強いられる職員は， 「22：国会対応等の業務に従事し，
深夜・早朝における勤務を強いられる本府省職員であるだめ類型（⑤）」

同3異動箸に伴い宿舎に入居する聡員は． 「19:頻度高く転居を伴う転勤等をしなく
てはならない脇員であるため類型類型（②）」

～＝ ‐＝ロー一■ 一一

3世締･独身坤の別＠. I:世帯
4同居者

|‐ .‐氏名 ｜年令|性別体入更面蔑雨一繭一案1 1侭 考

◇ ◇

宙舎貸与承餌宙

平成竿 月 日

宮署の長

上配中舗考に対し、下挺のとおり窃舎の貸与を承蕗します．また．上配同居者についてもあわせて承露し
ます．

配

1宿舎

⑩自宅を保有又は取得の予定…自宅保有又は取得予定の有照をリストから選択

「1有」を選択した喝合,⑪｢自宅の所在地及び取得予定の場合の取得
時期」及び⑫「宿舎の貸与を必要とする理由」梱を入力

⑬世帯・独易等の別

⑭同居者

⑮入居日

…該当する区分をリストから選択

…⑬で｢世帯｣を選択した場合は,宿舎に同居（予定を含む)する家族を入力

…別添「入居について」記職の調整等を行った上で決めた入居日を入力

⑯前入居者退去予定日 ・”貸与予定宿舎に現在，入居者がいる場合は，その入居者の方に退去日を確露しb
「前入居者退去予定日」欄にその方の退去目を入力

⑰現宿舎の退去予定日 …現在宿舎に入居されている場合は．現在居住している宿舎の退去予定日を入力

(鋤禰舎使用料月額には．自動車の保管場所に係る．ものを含まない．

⑭◆◆'.☆脊 一 麺_． 28女.‐ “'妻 蟹職 ､. .

［
白 . ■ 0 ■ と ■ ÷

I

け 『

I ･ 争

種麺 構遮・規格 所在地

鵡
婚

鹸鱈塾

c ・規格

■で■ ■■一q■■ ■ー

宿舎（住宅）名 （棟一戸番）

~ E宅 （棟一戸番： 101 － 01鰹O ）

噂 用面積．． 1 『舎使用料月額 入曜日 侮考

幹**＊ ㎡ ０
０

幹
韓

舷
打
一
単
韓
辱 円 ⑮弔成●年●月●日 貸与の条件参照

前入居者 輸入居考退去予定日 現在居住している宙舎の退去予定日

入圏中 固察風●鋪●月●ロ ⑰璃迩R海月●、≦



b

その他留意事項等について

1 自動車保管場所（駐車場）の貸与について・

都市圏の宿舎は，自動車保管場所の空きがない場合が多く，貸与を希望する方は,順番を待つこ

とになります畝空き状況や手順に関しては，管理人（合同宿舎の場合）又は月当番（省庁別宿舎

の場合）に確認してください。

自動車保管場所（駐車場）の貸与申請手続は,宿舎貸与申請とは別に必要となります。

なお，入居後に駐車場の空きが発生し，保管場所の割当を受けて専有を開始する場合には，貸与

申請手続を失念しないよう留意してください。

2自動車保管場所の変更届出（所轄の警察署)，変更登録申請（陸運事務所)について

自動車保管場所の貸与を受け,従来の自動車保管場所から変更する場合は，自動車の保管場所の

確保等に関する法律第7条により，保管場所の位置を管轄する警察署への届出が必要となります。

また，従来の住所や使用の本拠の位置に変更があった場合は，道路運送車両法第12条により，

：変更登録の申請が必要となります。

なお，変更登録の申請は,’宿舎の維持管理機関から「自動車保管場所使用承諾証明書」等の交付

を受け§管轄する警察署から自動車保管場所証明書（車庫証明）の交付を受けだ上で．管轄する陸

運支局（事務所）で手続を行ってください。

※ 「自動車保管場所使用承諾証明書」等の交付に関する詳細は，新所属庁の宿舎事務担当者にお

尋ねください6

※自動車の保管場所変更についての届出は，警視庁のHPを参考にしてください｡

（ ）http;"Www.keishicho.me廿。mkyo.j

ノ

3宿舎の修繕や原状回復に関する費用について

入居者負担で修繕若しくは維持管理していただく範囲については,別添｢国家公務員宿舎に係る

原状回復等の取扱いについて」に記載されていますので，必或ご確認ください。

4宿舎を退去する予定が生じた場合

速やかに.その時点で所属する庁の宿舎事務担当者及び宿舎管理人へお知らせください。

退去日が確定していない場合でも，宿舎使用料の徴収手続に影響がありますので，担当者に連絡

をお願いします。

なお,出向中の場合で，出向先の省庁と報酬等を支給している省庁が異なる場合は,報酬等を支

給している省庁の担当者が窓口となります。


